
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、⼼より御礼申し上げます。

インフルエンザウイルスキット「イムノエース®Flu」の検体種における、「⿐腔ぬぐい液」の定義が変更され、新しい
検体種は「⿐腔ぬぐい液」・「⿐咽頭ぬぐい液」となり、「イムノエース®SARS-CoV-２」と統⼀されました。
つきましては、イムノエース®シリーズの検体共⽤パターンも変更になり、検体種が「⿐腔ぬぐい液」の場合においても、
イムノエース®Fluの抽出液残液を⽤いて、イムノエース®SARS-CoV-2を検査することが可能となりましたので、ご報告
いたします。
詳細は下記内容をご確認の程、宜しくお願い申し上げます。

謹⽩
記

〖 新しい検体種 〗

〖 検体の採取⽅法スライド 〗
< ⿐腔ぬぐい液 > ︓キット付属のスワブを⿐孔から２cm程度挿⼊し、挿⼊後、スワブを5回程度回転させながら擦る

ようにして粘膜表⽪を採取します。
<⿐咽頭ぬぐい液>︓キット付属のスワブを⿐甲介に沿わせながら、⿐咽頭まで挿⼊し数回擦るようにして粘膜表⽪を

採取します。
イムノエース®Flu添付⽂書より作成

⿐腔ぬぐい液 ⿐咽頭ぬぐい液

〖イムノエース®シリーズ 検体共⽤のパターン〗

具体的な検体の採取部位等は各キットの添付⽂書をご参照ください。
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イムノエース®Fluの検体種変更および
イムノエース®シリーズの検体共⽤パターン変更のお知らせ

SARS-CoV-2 Flu アデノ hMPV RSV Neo Flu/RSV

⿐咽頭ぬぐい液

⿐腔ぬぐい液

検体種 部位の定義 検体共⽤

⿐腔ぬぐい液 ⿐孔より2cm程度の部位 本品の抽出液残液を⽤いて
イムノエース®SARS-CoV-２と検体共⽤が可能

⿐咽頭ぬぐい液 ⿐腔孔から⽿孔を結ぶ線にほぼ平⾏に
⿐腔底に沿って進み、抵抗を感じる付近

本品の抽出液残液を⽤いてイムノエース®SARS-CoV-2・アデノ・
hMPV・RSV Neoと検体共⽤が可能


